様式第３号
改修承認申請書
年　　　月　　　日
福島市長

	申請者
	所在地
	

	
	名称
	

	
	代表者の職・氏名
	

	
	電話番号
	

	申請の
事務担当者
	職・氏名
	

	
	所属部署
	

	
	電話番号
	

	
	メールアドレス
	


　「福島市営住宅空き住戸利活用者募集要項」に基づき、下記のとおり改修を行いたいので、設計図面及び製品カタログ等を添付し、申請します。なお、承諾のうえ、裏面の誓約事項を堅く守り、後日異議の申立ては行いません。
記

	改修の内容
	施工方法・使用資材等
	市記入欄

	
	
	簡易承諾
	要原状回復

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	
	
	





［誓約事項］
１　市が定める「福島市営住宅空き住戸利活用者募集要項」及び要項別紙「改修のルール」を遵守して、近隣の居住者等に迷惑を掛けないように留意して改修すること。また、残置が認められた設備機器を設置した時は、その取扱説明書の写しを提出すること。
２　改修に際して、第三者に損害を与えないように十分留意し、万一損害を与えた時は、申請者の責任において問題の解決にあたること。
３　設置した改修に係る造作物及び工作物（以下、造作物等という。）について、市が請求した時は、直ちに申請者の負担で撤去し、原状回復し、又はその費用を負担すること。
４　申請者が設置した造作物等について、利活用中に修理又は取替が必要になった時は、申請者の負担で修理又は取替を行うこと。
５　申請者が設置した造作物等について、利活用終了時は、原状回復を要するものを除いてこれを残置し、この造作物等に汚破損がある時は、その補修費用を申請者が負担すること。また、上表で原状回復を要するとされたものについては、利活用終了時に申請者の負担で原状回復し、又はその費用を負担すること。
６　利活用終了時に申請者の設置した造作物等を残置せずに撤去する場合は、当該部分について申請者の負担で原状回復し、又はその費用を負担すること。
７　申請者の設置した造作物等について、その買取請求権及び有益費償還請求権を放棄すること。
８　その他市が指示する事項に従うこと。
９　改修の内容等を変更する場合は、事前に福島市住宅政策課に連絡すること。

